
 それでは続いて次の質問に移りま

す。 

 選挙における期日前投票について

お伺いいたします。 

 選挙は民主主義の根幹であり、有

権者一人一人が自らの意思を反映さ

せる大切な機会です。その中でも、

仕事や家庭の事情で当日投票が難し

い方のために設けられている期日前

投票制度は非常に重要な制度です。 

 しかし、最近ＳＮＳや一部報道等

で、期日前投票では本人確認が非常

に緩く、なりすまし投票のリスクが

あるのではないかという指摘が多く

見られるようになっています。実際

に私自身も投票券や本人確認書類を

提出しなくても、まず宣誓書に記入

し、それと引換えに投票用紙を受け

取り、投票できました。また多くの

市民の方からも、できましたという

お声をお聞きいたしました。このよ

うな仕組みが、投票のしやすさを重

視した制度設計であることは理解し

ておりますが、選挙の公正さ、信頼

性の面での懸念も無視できない課題

だと思います。 

 本市の期日前投票における本人確

認の実態と選挙の信頼性確保に向け

た取組について質問いたします。 

 まず１つ目、本市の本人確認手続

について。 

 本市における期日前投票時の本人

確認方法についてお伺いいたしま

す。 

 過去に本人確認をめぐるトラブル

や不正の事例はありましたか。選挙

人名簿との照合はされていると思い

ますが、入場券や身分証明書の提示

が必要ではない場合もあると聞いて

おります。実際に市内で行われた過

去の選挙において、どのような方法

で本人確認が行われてきましたか。

具体的な運用状況を御説明くださ

い。 

 次に、なりすまし投票のリスクに

ついてお伺いいたします。他人の氏

名、住所、生年月日を知っていれ

ば、本人に成り済まして投票できて

しまう仕組みは、技術的に不正が可

能であることを示しています。本市

においても、過去に不正投票、なり

すまし投票の疑いが発覚した事例は

ありますか。また、そのような事態

が発生しないよう、どのような対策

を講じているのかお聞かせくださ

い。 

 本人確認を厳格にすればするほ

ど、身分証を持たない高齢者や障害

者への配慮が求められ、結果として

投票率の低下につながる懸念もあり

ます。本市として、今後、マイナン

バーカードを活用した本人確認のデ

ジタル化、強化について検討する考

えがあるか御見解をお聞かせくださ

い。 

 選挙の公正性は、結果への信頼と

民主主義そのものへの信頼につなが

ります。どれほど投票率を高めて

も、不正の余地があると思われてし

まっては、選挙そのものの意義が揺

らぎかねません。本市として、１人

１票の原則を確実に守るために、本

人確認や投票管理体制の見直し、強

化を行う予定があるのかどうか、今

後の展望をお示しください。よろし

くお願いします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。藤田選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（藤田和

久）（登壇） 期日前投票について

お答えいたします。 

 まず、期日前投票時における過去

の本人確認をめぐるトラブルや不正

の事例についてでございます。 



 期日前投票制度が始まった平成

15年12月以降、平成20年11月９日執

行の新居浜市長選挙におきまして、

他人に成り済まして期日前投票を行

おうとした詐偽投票の疑いで逮捕者

が出た事例が１件あり、職員による

本人確認の段階で発覚したもので、

実際の詐偽投票には至らなかったと

の記録が残っております。 

 次に過去の選挙における本人確認

の具体的な運用状況についてでござ

います。 

 期日前投票を行う際は、公職選挙

法の規定により、宣誓書の提出が必

要になっており、投票所入場券裏面

の宣誓書に記載していただいた氏

名、住所及び生年月日について選挙

人名簿と照合した上で受付処理を行

います。 

 なお、投票所入場券を持参してい

ない場合でも、白紙の投票所入場券

の裏面に同様に記載の上、受付処理

を行います。 

 いずれの場合でも、不正やなりす

ましを未然に防ぐために、年齢、性

別等の目視確認に加え、宣誓書記入

時の様子などから本人確認に疑義が

生じた場合は、再度、選挙人に確認

するなど、厳格に対応することとい

たしております。 

 次に、マイナンバーカードを活用

した本人確認のデジタル化、強化に

ついてでございます。 

 マイナンバーカードの本人確認へ

の活用につきましては、現時点での

実施の予定はありませんが、引き続

き国の動向等を注視してまいりたい

と考えております。 

 次に、本人確認や投票管理制度の

見直し、強化についてでございま

す。 

 今後におきましても、本人確認の

徹底に関する事務従事者への事前研

修や詐偽投票をはじめとする不正を

抑止するための投票所内への掲示等

を引き続き実施することで、公平公

正な選挙の推進に努めてまいりま

す。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。加藤昌延議員。 

○５番（加藤昌延）（登壇） 御答

弁ありがとうございます。 

 投票のしやすさと不正防止のバラ

ンスを取ることは決して容易ではあ

りません。しかし、選挙制度への信

頼こそが、社会全体の民主基盤を支

えるものであり、今後、より透明で

安全な投票環境の整備が求められる

時代に入っていると考えます。 

 本市におかれましても、先ほども

御答弁がありました、マイナンバー

カードを利用するといったところな

んですけども、避難所運営でも、こ

れからやっぱり、カードリーダーが

ありますので、マイナンバーカード

を積極的に使うという方向性になっ

ています。ですので、選挙のときに

も、もうカードリーダーが実際にあ

りますので、しっかりカードリーダ

ーを活用しながら、投票も不正防止

に向けた取組をしていただきたいと

思います。そういった技術の活用や

制度の改善を通じて、信頼される選

挙管理体制の構築に努めていただく

ことを要望し、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 


